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現 行 改 正 案 備 考 

529 

公認スキーパトロール研修規程 

 

 

第１条 公認スキーパトロール規程第８条第１項第１号に定

めた公認スキーパトロール研修（以下「研修会」という。）

は、公益財団法人全日本スキー連盟（以下「本連盟」という。）

が主催し「（公財）全日本スキー連盟スキーパトロール研修

会××会場」と称する。ただし、加盟団体が主管する場合は、

本連盟の承認を受けなければならない。 

第２条 本規程の年度は、本連盟の定款第６条で定めた事業

年度８月１日から翌年７月31日までをいう。 

第３条 研修会の会場は、参加者の所属する加盟団体によら

ず、自由に選ぶことができる。 

２ 研修会の出席者及び役員の資格更新は、教育本部資格更

新認定事業一覧表に定めるとおりとする。 

第４条 研修会の開催期日及び会場は、主管団体のホームペ

ージ等で周知する。 

２ 研修会を主管する加盟団体は、10月末日までに開催日程、

会場、責任者及び主任講師を本連盟に申請し、承認を受け

なければならない。また、開催日程、会場、責任者、主任

講師の変更、事業の中止等が生じた場合は、速やかに変更

届、中止届を本連盟に提出しなければならない。 

３ 加盟団体が単独で開催できない場合は、他の加盟団体と

合同で開催することができる。 

第５条 研修会年度は、本連盟年度とする。 

第６条 研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げ

るとおり運営する。 

（１）研修会の責任者は、本連盟の理事・教育本部部長・教

育本部専門委員、主管加盟団体長・副会長・教育本部理

事・安全対策部長、又は本連盟の教育本部理事会が認め

た者。 

（２）研修会の主任講師は、本連盟の教育本部専門委員・ス

キーパトロール技術員とする。なお、本連盟主催主管の

スキーパトロール技術員研修会についても同様の取扱い

とする。 

（３）研修会の講師は、本連盟の安全対策専門委員・スキー

パトロール技術員とする。なお、本連盟主催主管のスキ

ーパトロール技術員研修会についても同様の取扱いとす

る。 

（４）研修会の必修単位は４単位とし、１単位の研修時間は２

時間以上とする。ただし、欠単位がある場合は、別の会場

で不足分を補うことができる。 

（５）研修会の研修内容は、公認スキーパトロール規程第５

条で定めた内容とし、研修方法は主管団体が定める。 

（６）本連盟が主管する研修会の参加希望者は、開催要項に

示された期日までに、本連盟会員登録システムから申込

む。 
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（７）加盟団体が主管する研修会の参加希望者は、開催要項

に示された期日までに、主管加盟団体に申し込む。 

（８）本連盟が主管する研修会の主任講師は、参加者の出欠

を事業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟に

提出する。 

（９）加盟団体が主管する研修会の報告責任者は、事業終了

後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席登録

を行う。 

第７条 研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定め

るが、加盟団体主管の研修会については 、地域性及び参加

人員等によって増額し徴収することができる。 

第８条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。 
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